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① 高年齢の雇用の安
定等に関する法律
の改正の現状と法
的課題

単 2006年4月1日から、高齢者の
雇用の安定等に関する法律の
改正が行われ、そのことによ
り雇用状態がどのように変化
したか、この法正に問題がな
いかを論じた。
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取得学位

日本被害者学会、日本犯罪社会学会、刑法学会

犯罪・社会学・高齢者の雇用
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最終学歴

（学術論文）
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の別

犯罪学の分野では、犯罪原因論及び対策論を研究課題としている。被害者学の分野で
は、被害者救済や被害者にならないための研究をしている。高齢者の雇用の分野で
は、奈良県高齢者雇用推進委員会の下で、高齢者の雇用という問題を研究している。

抽象的な議論をできるだけ避け、具体的な事件をあげて、それを題材にそこにどのよ
うな法的問題があるのかを理解してもらうよう努めている

奈良県高齢者雇用推進委員会委員

教務委員、学生相談室運営委員、学生相談室相談員

奈良大学紀要2007年5月


